
▶市民相談　市民生活に関する相談など
　日時　毎週月～金曜日　9時～16時　
　場所　市民生活環境課 ☎840-8123
▶多重債務相談　司法書士による無料相談です
　日時　毎月第3水曜日　9時～12時　
　場所　市民生活環境課 ☎840-8123　先着6人（要予約）
▶無料法律相談　弁護士による法律相談です
　日時　毎月第1・2・4水曜日　13時30分～15時30分
　場所　市民生活環境課 ☎840-8123　先着6人（要予約）
　※予約時に個人情報・相談内容を聞き取る場合があります。
　お問い合わせ　市民生活環境課 ☎840-8123
▶行政相談　行政に関する意見や苦情など
　日時　毎月第1水曜日　13時30分～15時30分
　　　　毎月第3水曜日　10時～12時
　場所　市民生活環境課 ☎840-8123
　行政相談委員　金城志満子・川満修
▶人権相談　親子・夫婦・扶養・相続・いじめなど
　那覇地方法務局 人権擁護課 ☎854-1215
　人権擁護委員　金城盛憲・我謝正和・上原秀俊・馬場宏
　仲松美智子・羽根田幸江・渡慶次英子
▶こころの健康相談　精神保健福祉士が応じます
　日時　毎月第3水曜日　時間はお問い合わせください。
　場所　健康推進課 ☎840-8126
▶健康相談　健康の悩みなど
　日時　①「栄養に関すること」毎月第1・3水曜日　9時～12時
　　　　 ②「生活習慣病や健診結果のアドバイスなど」
　　　　　 第2・4水曜日　9時～12時
　場所　健康推進課 ☎840-8126
▶生活困窮相談　生活・仕事の悩みなど
　日時　毎週月～金曜日　8時30分～17時15分
　場所　サポートセンターきづき ☎840-8182
▶障がい者相談　市から委託を受けた相談員です
　身体障害者相談員　豊平朝清 ☎992-4741
▶障がい者（児）相談　生活・就労の悩みなど
　日時　毎週月～金曜日　8時30分～17時15分
　場所　障害者支援センター陽だまり ☎840-8468
▶高齢者相談　在宅介護・虐待に関する悩みなど
　場所　住所地を担当する地域包括支援センター
　糸満・高嶺・三和　いちまん ☎992-2150
　西崎・兼城　うらうら ☎996-3855
▶教育相談　不登校、青少年の悩みなど
　日時　毎週火・木・土曜日　10時～17時
　場所　市青少年センター ☎995-1957
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年次有給休暇を取得しやすい環境へ

内容　労使一体となって年次有給休暇を上手に活
用し、働き方・休み方の改善を行いましょう。計画
的な業務運営や休暇の分散化にも貢献する年次
有給休暇の計画的付与制度や、労働者の事情に
応じた柔軟な働き方に貢献する時間単位の年次
有給休暇の活用が効果的です。

沖縄労働局 868-4380 33482

税の申告・相談には国税庁LINEが便利です！

内容　国税庁のLINEでは、確定申告書の作成や
税に関する手続など、役立つ情報がスマホから簡
単にアクセスできますので、ぜひご利用ください！

那覇税務署 867-3101 1887

14カ国語で労働条件の相談が可能です

内容　厚生労働省では、閉庁時間後に労働条件の
相談が電話でできる労働条件相談「ほっとライン」
を運営しています。日本語を含む14カ国語で相
談可能です。詳細は労働条件に関する総合サイト
をご確認ください。
日本語での相談可能日時
　▶月～金曜日　17時～22時
　▶土曜日・日曜日・祝日　9時～21時
外国語での相談可能日時
　▶月～金曜日　10時～15時

労働条件相談「ほっとライン」
0120-811-610 32846

内容　平成23年に住宅用火災警報器の設置が全
ての住宅に義務付けられましたが、現在の糸満市
の設置率は61％で、全国平均を大きく下回ってい
ます。そのため、市内全世帯を対象とした設置調
査を行っていますので、ご協力をお願いします。
設置が義務付けられている場所
　寝室・階段・２階建てで２階に寝室がある場合は
階段踊り場

命を守る住宅用火災警報器を設置していますか？
消防本部予防課 992-2673 1983

ひとり親家庭に対する認可外保育施設の利
用料を減免します

内容　要件を満たすひとり親家庭に対して、認可外
保育施設利用料の全部または一部を減免します。
対象要件　次の要件をすべて満たす人
　①児童扶養手当受給者または母子および父子家
　庭等医療費助成受給者
　②糸満市において、子ども・子育て支援法第19
　条第1項第2号または第3号にかかる支給認定
　を受けた子どもの保護者で、教育・保育無償化
　の対象とならない人
　③②の子どものうち、認可保育所の利用申し込み
　をしているが、定員に空きがないなどの理由で認
　可外保育施設を利用している子どもの保護者

保育こども園課 840-8131 26068

保育施設未利用世帯の子育てを応援します！

内容　保育施設などを利用していない世帯の子育
て支援のため、子育て応援デーを実施しています。
実施内容　保育体験／給食体験／子育て相談
対象者　市内在住で乳幼児の親子
実施園および実施日
　▶喜屋武こども園　火・水曜日の10時～12時
　▶真壁こども園　　火・水曜日の10時～12時
　▶糸満南こども園
　　　　　　火・水曜日の9時30分～11時30分
申し込み方法　希望する園に電話
その他　給食体験は幼児食のみで、離乳食・食物
アレルギーは対応していません。また、給食体験を
希望する日の1週間前にお申し込みください

保育こども園課 840-8131 23044

まちのお店を未来へつなごう

内容　地域には長く親しまれてきたお店が数多くあり
ますが、「後を継ぐ人がいない」という理由で、続け
られるはずのお店を閉じてしまう例が増えています。
そのため、糸満市では、お店・会社の思いや技術
を次の世代へつなぐため、事業承継に関する実態
調査アンケートを行います。市内の中小企業や小

商工水産課 840-8137 33684

規模事業者の状況を掘り起こ
す大切な調査ですので、ぜひ
ご協力ください。
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物価高等の影響を受ける農家さんへの支援が
終了間近です！

内容　令和7年8月からスタートした農業用資材等
臨時支援事業が、1月31日（土）に終了します。農
業用資材などの価格高騰で経営に困っている農
家さんや、まだ申し込みを行っていない農家さんは、
実施期間中に申し込みを済ませて、補助対象品目
を購入してください。

農政課 840-8134 30413
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補助対象者
　農家として税申告を行っている人
で、次のいずれかに当てはまる人
　▶市内に本社を有する法人
　　（農業法人など）
　▶市内に住所を有する個人


